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後期⾼齢者医療広域連合納付⾦　835,891,567円
内訳）
　事務費負担⾦　31,333,312円
　　①事務費分賦⾦（広域連合の運営に係る事務費⽤）　30,520,000円
　　②事務費分賦⾦（広域連合電算処理システム端末リース料）　813,312円
　保険料等負担⾦　804,558,255円

①普通徴収分　165,172,879円
②特別徴収分　427,242,372円
③軽減措置分　198,148,516円
④滞納繰越分　737,265円
⑤延滞⾦分　1,000円
⑥前年度保険料負担⾦分　13,256,223円

款 項 目 (単位︓千円）

令和 特別会計 歳⼊歳出決算認定に係る事業別審査シート

節名称 予算現額 決算額 繰越額 不⽤額 執⾏率%

2 1 1 担当部局・課名 市⺠部市⺠課

事業名

事業区分 継続事業 　　　

主要事業N0,

県⽀出⾦

事業
(経費)
内の主
な費目

負担⾦，補助及び交付⾦ 854,700 835,892 0 18,808

0

0

臨時会 補正 　 ❽（❻＋❼）事業決算合計額　 ➡ 835,892 該当／頁

負担⾦等その他

100万円以上の不⽤額が
⽣じた理由（該当のみ）

成果/評価
＊事業を執⾏した
ことにより，どのよう
な成果や効果をも

たらしたのか

　徴収した保険料・延滞⾦及び低所得者に対する保険料軽減分と運営に係る事務費負担⾦の広島県後期⾼齢者医療
広域連合からの請求額を納付。

負担⾦等その他

事業内容及び
めざした目的
（具体的に）

　⾼齢者の医療の確保に関する法律第105条により，徴収した保険料・延滞⾦及び低所得者に対する保険料軽減分
（県3/4の補助あり。⼀般会計より繰⼊）と運営に係る事務費負担⾦を広島県後期⾼齢者医療広域連合に納付。

835,892
財源区分

国庫⽀出⾦
令和3年度
特定財源

内訳

835,892 0 0 0 0

県⽀出⾦

補助⾦・負担⾦・交付⾦等の名称

（事業⼀覧等）

無

補正
区分

0

該当／頁 382
６⽉補正 12⽉補正 ❻（❶~❺の計）　 ➡ 835,892 決算に関する説明書

市債
歳⼊に関する

項目 ⼀般財源

後期⾼齢者医療広域連合納付⾦

NO, 1

事業実績

（詳細説明）
事業⼀覧表／状
況写真／図面等

別添資料等

98.0%

0

９⽉補正 ３⽉補正 ❼その他の節の決算額＊該当なし”０”を挿⼊  ➡ 0

決算額
（❽）

特定財源内訳

保険料等負担⾦の仮精算のため。

国庫⽀出⾦

383


